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　１月８日、一昨年10月から公開されるようになった浪江町
請戸地区の震災遺構「請戸小」に足を運びました。私は新採
用のころ浪江町の他の小学校に勤務していました。何十年も
前になりますが、そのころ請戸の海岸に教え子を連れて行っ
て、みんなで遊んだのを覚えています。その海岸から南側を
見ると、遠くに「東京電力福島第一原発」が見えます。
　この請戸地区は2011年３月11日、それまで経験したこと
のない大地震・大津波とその後の原発事故に見舞われ、甚
大な被害を受けました。
　当時通っていた児童93名（うち１年生11名は帰宅してい
たとのこと）は、教職員の迅速な判断と児童の協力により、
奇跡的に全員が無事避難することができたということです。
　14時46分地震が発生、その後、津波の危険が伝えられ、
西側にある近くの約２キロ先の大平山まで歩いて避難。15

時35分到着、その３分後に学校に津波が押し寄せます。大
平山から下りて、再避難。たまたま通りかかった大型トラッ
クに全員が乗せられ、避難場所である町役場に無事到着し
ました。
　この請戸地区では東日本大震災の津波で127人の方が亡く
なり、今も27人の方が行方不明になっています。地震の後、
直ちに東京電力福島第一原発事故で避難を余儀なくされ、
捜索や救助活動を断念せざるを得なかったことが悲しみを
深くしていると聞きました。
　津波にあった１階部分は、天井の鉄筋は崩れ、体育館は
床が大きくゆがみ、壁もはがれています。子どもたちが避
難していなかったらと思うといたたまれなくなります。
　震災後、日本教育公務員弘済会は被災した県内の児童生
徒、学校に対して義援金などの支援を始めました。その後、
支援は８年間続けられました。
　あれから12年になろうとしています。震災、原発事故が
「風化」しているのではないかと心配する声を聞きます。た
しかに、私たちがあの時のことを伝え続けなければ「なかっ
たことになってしまう」という恐れがあります。
　請戸小の時計が今でも15時38分を指して止まっているこ
とをみんなに伝えなければ。そう思います。

「風化」させてはならないもの
～震災遺構「請戸小」を見学して～

公益財団法人
日本教育公務員弘済会福島支部
　　　　　支部長　近 内 吉 隆

只見町立只見小学校
全校スキー教室の写真です。晴天の下、子どもたちは気持ちよくスキーを楽しみました。



2023年度 貸与奨学生募集

〈奨学金お申し込み先〉　（公財）日本教育公務員弘済会福島支部　☎024-522-6522

〈奨学生の資格〉
　2023年４月１日時点で30歳未満であること。原則
として連帯保証人（保護者等）が福島県内に居住あ
るいは在勤の方に限ります。

〈対象学校〉
　国公私立の大学院・大学・短期大学・高等専門学

校の第４学年以上・専修学校専門課程等です。
　※専修学校一般課程、各種学校、無認可校、外国

の法律に準拠した学校、文部科学省の所管に
属さない大学校［※大学校の一部は対象］な
どの在学生は対象外となります。

　※専修学校専門課程対象校は、文部科学省の専門
士・高度専門士のホームページから確認でき
ます。

〈返還方法〉
　卒業（終了）の年まで猶予し、その年の12月を第
１回とし、10年以内（但し、奨学金額100万円借用
者以外は８年以内）に、年賦で口座振替により返還
いただきます。（無利息ですが、返還を滞納した場
合は延滞金をお支払いいただきます）

〈申込方法〉　電話での受付
〈申込期間〉　2023年4月25日㈫～5月12日㈮
　　　　　　平日9：00～17：00

〈貸与金額〉　修業期間１年につき25万円。
　　　　　　１人につき最高100万円。
　　　　　　�在学の途中で貸与する場合は正規の

残存修学期間で計算。

参 事 あ い さ つ

　弘済会福島支部は、教育文化事業の中で東日本大震
災以降、福岡県出身の双子のデュオ健太康太さんの「ス
クールコンサート」を実施しています。そのコンサー
トの中で彼らは、震災直後に訪れた被災地での出来事
を話します。
　「鉛筆１本とノート１冊を配ると、津波ですべてを
失ってしまった子どもたちが１列に並び、とても喜ん
で『ありがとうございます。』と言って受け取ってくれ
ました。それまで表情が暗かった子どもたちは笑顔に
なり、すぐにそれぞれ思い思いに絵を描いたり勉強を
したりしていました。その光景は、落ち込んでいた周
りの大人たちを笑顔にしてくれました。」と。彼らは、
続けて目の前の子どもたちに語りかけます。『君たちは
宝物だ』「だから自分たちはスクールコンサートを通し
て未来を拓く君たちに関わっていきたい」と。
　先生方も想いは同じで、目の前の子どもたちのため
に「豊かな体験をさせたい」「本物に触れさせたい」「指
導力を向上させて、教育の質を高めたい」「コロナ感染
防止対策を充実させたい」など、子どもたちに寄り添
いよりよい教育環境を提供したいと日々奮闘されてい
ることと思います。弘済会は、そのような先生方の想
いに応えるべく、教育振興事業を通して県内のどの学
校にも公平に助成をさせていただいております。
　今後も弘済会は、教職員のたすけあいの輪を広げ、
未来を担う子どもたちの健やかな成長のために、事業
の充実を図っていきますので、ご理解とご協力をよろ
しくお願いいたします。

　日本教育公務員弘済会福島支部の参事として５年目
を終えようとしています。この間、相双地区を中心に
県北地区、いわき地区などの学校を訪問させていただ
きました。多くの学校で交付式・事業説明会の時間を
設定していただき校長先生はじめ先生方から温かく迎
えていただきました。本当に感謝申し上げます。
　これまで予想もしなかった災害が多く発生するよう
になりました。地震による被害。台風や線状降水帯な
どによる豪雨被害。コロナウイルスによる全国一斉休
校に始まり、学校での感染予防対策など先生方のご苦
労が多かったことと思います。学校の玄関には体温測
定器、消毒液が置かれるのが日常の風景になってしま
いました。また、児童生徒数の減少による学校の統廃
合が進んでいます。双葉地方では原発事故の影響で大
規模校も廃校になり校舎が無くなってしまうところが
多くありました。学校と子どもは地域にとっての夢や
希望、そして未来です。無くなってしまうのはとても
寂しく思います。これらの中でも学校の状況に応じて
地域の特色を生かしながら子どもたちのためいろいろ
工夫して教育活動を行っている話をたくさん聞くこと
ができました。先生方のがんばりのすばらしさをあら
ためて感じました。
　弘済会は「最終受益者は子どもたち」の理念のもと、
学校、先生方、子どもたちのための事業を行っていま
す。今後とも弘済会への一層のご理解とご協力をお願
いいたします。

宝物への投資を 子どもたちのために

鈴木　康雄 大和田　修

お詫びと訂正 　第162号の7ページの写真（健太康太スクールコンサート）の説明文が「荒海中の…10月19日」となって
いましたが「会津柳津学園中…10月26日」の誤りでした。お詫びして訂正いたします。
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　給付奨学金事業は、学年を問わず、家庭の状況から学費を支出するのが困難な生徒に対して給付しています。
給付された生徒、保護者、各高等学校や特別支援学校の教職員の方々から、大変有意義な事業として、感謝の
お言葉をいただいております。給付奨学金が交付された学校（76校）と感謝の声を紹介します。

№ 学　校　名

１ 福島高等学校

２ 橘高等学校

３ 福島工業高等学校

４ 福島工業高等学校 定時制

５ 福島西高等学校

６ 福島北高等学校

７ 福島東高等学校

８ 福島南高等学校

９ 川俣高等学校

10 梁川高等学校

11 保原高等学校

12 安達高等学校

13 二本松工業高等学校

14 本宮高等学校

15 ふくしま新世高等学校

16 郡山東高等学校

17 郡山商業高等学校

18 郡山北工業高等学校

19 郡山高等学校

№ 学　校　名

20 あさか開成高等学校

21 須賀川創英館高等学校

22 須賀川桐陽高等学校

23 清陵情報高等学校

24 白河旭高等学校

25 白河実業高等学校

26 塙工業高等学校

27 修明高等学校

28 船引高等学校

29 小野高等学校

30 白河第二高等学校

31 会津高等学校

32 葵高等学校

33 会津学鳳高等学校

34 若松商業高等学校

35 会津工業高等学校

36 喜多方高等学校

37 喜多方桐桜高等学校

38 耶麻農業高等学校

№ 学　校　名

39 西会津高等学校

40 会津西陵高等学校

41 川口高等学校

42 会津農林高等学校

43 田島高等学校

44 只見高等学校

45 平工業高等学校

46 平商業高等学校

47 いわき総合高等学校

48 いわき光洋高等学校

49 小名浜海星高等学校

50 磐城農業高等学校

51 勿来高等学校

52 勿来工業高等学校

53 好間高等学校

54 四倉高等学校

55 いわき翠の杜高等学校

56 相馬総合高等学校

57 原町高等学校

№ 学　校　名

58 相馬農業高等学校

59 小高産業技術高等学校

60 聴覚支援学校

61 大笹生支援学校

62 郡山支援学校

63 あぶくま支援学校

64 たむら支援学校

65 会津支援学校

66 猪苗代支援学校

67 いわき支援学校

68 いわき支援学校くぼた校

69 富岡支援学校

70 福島成蹊高等学校

71 学校法人福島高等学校

72 郡山女子大学附属高等学校

73 日本大学東北高等学校

74 学校法人石川高等学校

75 磐城第一高等学校

76 磐城緑蔭高等学校

　この度は、給付奨学金をご支援いた

だき、本当にありがとうございました。

　現在、受験直前のため、テキストや

ワークを追加購入しなければならない

ので、奨学金をいただくことができて

助かりました。また、大学入試の受験

料や入学金の支払いにも使わせていた

だきたいと考えています。�

　将来は、社会福祉士の資格を取得し

たいと思っているので、夢の実現のた

めにも、大学では学業に専念します。

不安なく、学校で勉強ができるのは、

この奨学金をいただけたからです。有

意義な大学生活を送れるように勉強に

励みたいです。

　ご支援をくださったすべての方にお

礼申し上げます。�

　本当にありがとうございました。�

　私の家はひとり親家族です。現在通っている学校は遠方で、通学

だけで月の定期代が約４万円かかります。砲丸投げをやっていて、

どうしてもここの陸上部に入りたくて、親にお願いしました。母は

大変なのに反対する事なく通わせてくれました。定期代や授業料、

部活の遠征費など、苦しいながらも、そんな事を私に見せる事なく、

不自由のない様にしてくれています。そんな母の負担を少しでも軽

くしたいと思い、今回応募しました。�

　母のためにも、自分の夢に向かって、一生懸命学生生活を送りた

いと思います。�

　この度は、貴会福島支部の給付型奨学生に採用していただきあり

がとうございました。私は、この９月に地元企業から採用内定をい

ただきました。来春からは運転免許を取得し、自家用車で通勤する

予定です。今回いただいた奨学金は、普通自動車免許取得のための

費用の一部に充てさせていただきます。�

　今後も、貴会の奨学生に相応しい言動を常に心がけ、残りの高校

生活を充実したものとするために、日々精進していきます。�

〜 一人15万円を、121名に1,815万円給付しました 〜

2022年度 高校・特別支援学校対象の給付奨学金事業

給付奨学金の感謝の声
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　コロナ感染拡大の影響による経済状況の悪化などで、学業を継続していくことが困難になっている県立学校

の高校生・特別支援学校生に対して総額780万円の臨時給付奨学事業を実施しました。

　臨時給付奨学事業は県立高校・特別支援学校の全校を対象とし、１名の応募枠で各学校からの推薦をお願い

し実施しました。

〜 県内の高校生等、78名に一人10万円総額780万円の臨時給付奨学金を給付しました 〜

コロナ感染対策として臨時給付奨学金を実施

弘済会事業（前期）を募集します！
◆2023年度　公立小中学校、義務教育学校対象（400校程度）� １校３～５万円

（１学年３学級以下）� ７校程度　１校15万円

� ４校程度　１校10万円

◆2023年度　小規模県立高校対象

　教職員の研修のための助成です。校内研修のための講師の謝礼等の助成、県費旅費では賄うのが困

難である教職員の校外研修の旅費等に助成します。また、助成金は教職員の研修図書、DVD、ソフト

ウェアの購入に充当することもできます。

　学校で実施する子どもたちの健全な育成を目的とした講演会やコンサート等の講師の謝礼等に助成しま

す。また、教育活動の中で直接子どもたちが利用できる物品の購入やコロナ感染予防にかかる消耗品等に

も充当することができます。ただし、一部の子どもを対象とするものには利用できません。

　学校における生徒対象の講演会・演奏会等の講師の謝礼等、及び学校行事等にかかる経費に助成します。

ただし、一部の子どもを対象とするものには利用できません。

　2023年度に統合し、「校舎方式」を採用している県立高校に対し助成します。

　・統合年度のみの助成とします。

【申請書受付期間】　2023年４月18日（火）～５月11日（木）締切
　　　　　 助成を希望する学校はジブラルタ生命学校担当 LC に申請書を提出してください。

【その他】　新型コロナウィルスの感染状況をふまえ、今年度も上記の助成内容の対象を広げます。
　　　　　　詳しくは募集要項をご覧ください。お問い合わせは弘済会事務局まで。

教職員研修助成

児童生徒対象の教育文化助成

小規模県立高校対象教育文化助成

小規模県立高校対象教育文化助成（校舎方式）

○希望する公立小中学校、義務教育学校は教職員研修助成と児童生徒対象の教育文化助成のいずれか１つに応募
できます。
○後期予定の教育実践助成への応募を予定している学校および統合校支援・へき地校支援に応募する学校は応募
できません。
※教育実践助成に応募できるのは2021～2023年度の間に１度だけなので、23年度は、２年間応募しなかった
学校が対象となります。ただし学校の判断で応募しない場合には教職員研修助成または児童生徒対象の教育
文化助成に応募できます。
○４月に応募対象となる全校に弘済会事務局から直接、募集要項、申請書等を送付します。

　※新しい３年間のローテーションの１年目となります。
　※該当の高校に弘済会事務局から直接、募集要項、申請書等を送付します。

4

F U K U S H I M A   K Y O K O



№ 学　校　名

１ 福島明成高等学校

２ 福島西高等学校

３ 福島北高等学校

４ 福島東高等学校

５ 川俣高等学校

６ 安達高等学校

７ 本宮高等学校

８ 安積高等学校

№ 学　校　名

９ 郡山東高等学校

10 郡山高等学校

11 須賀川桐陽高等学校

12 白河高等学校

13 修明高等学校

14 田村高等学校

15 喜多方桐桜高等学校

16 耶麻農業高等学校

№ 学　校　名

17 西会津高等学校

18 会津西陵高等学校

19 田島高等学校

20 磐城高等学校

21 平工業高等学校

22 いわき光洋高等学校

23 勿来高等学校

24 相馬総合高等学校

№ 学　校　名

25 小高産業技術高等学校

26 会津第二高等学校

27 聴覚支援学校

28 だて支援学校

29 須賀川支援学校

30 たむら支援学校

31 猪苗代支援学校

32 福島大学附属特別支援学校

2022年度 県立高校・特別支援学校教育物品寄贈

　この度、公益財団法人日本教育公務員弘済会福島支部

「県立高校・特別支援学校教育物品寄贈」事業におきま

して、プロジェクターを寄贈いただきましたことに深く

感謝申し上げます。

　本校では、ICT 機器を活用した授業展開を数多く行っ

ております。その中でもデザイン科学科においては、映

像表現、CGA（コンピュータグラフィックアート）、情

報メディアデザイン等の専門科目で CG や映像といった

メディアを活用した作品を提示する必要があります。今

回寄贈いただいた機器は今まで活用してきたものとは異

なり、環境光に左右されることなく高輝度で高精細な

CG や映像をスムーズに映し出すことができるため、よ

り作品への没入感が得られ製作

者の意図を明確に受け取ること

ができます。また自分達の制作

した作品も高解像度で表示され

るのでより細かな意見公開や情

報共有が可能となりました。

　今後も寄贈いただいた機器の

活用を進め、本校の教育活動の

更なる充実に努めて参ります。

誠にありがとうございました。

　この度、日本教育公務員弘済会福島支部より、県立高

校・特別支援学校教育物品寄贈事業において、カラープ

リンター３台、図書30冊を寄贈いただきました。最近

は、授業においてタブレット端末を活用する機会が大幅

に増え、学習スタイルが変化してきました。学習した内

容等を印刷する際は情報処理室まで足を運んでいました

が、今回寄贈いただいたプリンターを図書室や特別教室

等に設置できたことで利便性が図られました。特に、地

域探究学習においてはアンケートや資料の作成等におい

て大いに活用しています。また、寄贈いただいた図書は、

老朽図書の更新になり、新着図

書として特設コーナーを設けた

ことで、生徒の読書に対する関

心が高まり貸出が増えました。

最新資料の本は、教員の教材研

究や授業準備等にも活用されて

おり、授業を通して生徒に還元

されております。この度の物品

寄贈に対して感謝しながら、今

後も教育活動の充実を図ってい

きます。本当にありがとうござ

いました。

福島県立福島西高等学校　校長　遠藤　均 福島県立会津西陵高等学校　校長　阿部　学

鑑賞者を魅了する作品制作 教育研究助成事業（物品寄贈）の感想について

　「県立高校および特別支援学校に対し、児童生徒に直接役に立つ物品を寄贈し、子どもたちの教育環境を整

備するとともに日々教育実践に取り組んでいる学校を支援する」ことを目的として2020年度から物品寄贈事

業を始めました。

　この事業推進にあたっては県立高校長協会のご協力を得ながら、2022年度は下記の32校に15万円相当の物

品を寄贈しました。

【助成校一覧】32校

　前期に募集をした教育振興事業のうち、小中学校対象の教職員研修助成に、福島大学附属小・中学校を対象に加え、両校から
の申請を受け後期に助成金交付を行いました。あわせて県立学校（高校・特別支援学校）対象の教育物品寄贈事業にも附属支援
学校をその対象に加え、上記のとおり物品寄贈を行いました。
　また、県立高校の統合が進められているところですが、統合にあたって別校舎で授業を行う方式をとる場合もあり、そうした
統合校では、２か所で授業や行事等を行うことによる負担も生じています。弘済会では、そうした学校に対してどのような支援
ができるかを検討し、今回、小規模県立高校対象教育文化助成事業の一環として「校舎方式」の統合校への助成を行いました。

前期の教育振興事業に５校追加しました
【教職員研修助成】福島大学附属小学校、福島大学附属中学校
【小規模県立高校対象教育文化助成事業（校舎方式）】
　　　　　 　　　ふくしま新世高等学校、相馬総合高等学校、いわき湯本高等学校
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福祉事業の応募申請資格と
対象年齢が変更になります！

再任用の方も、
退職された方も、
65歳までは現職と
同様の福祉事業が
受けられます。

「現職」会員
（応募申請資格）

・ユース教弘 10口以上
・新教弘保険Ａ・Ｂ
 10口以上
・教弘保険Ｓ型 ５口以上
・教弘保険Ｋ型 ５口以上
・１～４種 　　６口以上

友の会会員
（応募申請資格）

教弘保険１口以上

※若年退職者・再任用教
　職員等を含む

友の会会員
（応募申請資格）

66歳～80歳
教弘保険
Ｋ型　　 ３口以上
１～４種 ６口以上

2022年４月～
（現在）

2027年４月～
（確定）2023年 2024年 2025年 2026年

60歳

65歳

80歳

65歳

80歳

※65歳以上の現在の「友の会」会
員の方は、どなたでも４年間は
「友の会」会員。

※65歳以上の現在の「友の会」会
員の方は、どなたでも４年間は
「友の会」会員。

※応募申請資格の
　変更はなし

【移行措置】【移行措置】

移　行　期　間
【移行措置】【移行措置】

※詳細については弘済会福島支部事務局までお問い合わせください。

資格はそのまま…対象年齢が65歳までに変更

移　行　期　間

○「現職」の福祉事業の対象年齢を65歳までに延長する。
○若年退職者なども同様で、教職員の現職か退職者かは
問わない。
※満65歳になった次の年度からは「友の会」会員。

○「現職」の福祉事業の対象年齢を65歳までに延長する。
○若年退職者なども同様で、教職員の現職か退職者かは
問わない。
※満65歳になった次の年度からは「友の会」会員。

※「現職」会員の基準に満たない
65歳までの方で、現在「友の会」
会員の方は、４年間は「友の会」
会員。

※「現職」会員の基準に満たない
65歳までの方で、現在「友の会」
会員の方は、４年間は「友の会」
会員。

※但し、65歳までの方でも教弘保険の満了、保険契約内容の変更等の関係で現職と同様の福祉事業が受けられなく
なる場合があります。不明な場合は弘済会事務局までお問い合わせください。

申請期間内に申請書を
提出してください

事由発生時かつ助成金振込時に
右記のいずれかに加入していること

◦新教弘保険Ａ・Ｂ型・ユース教弘保険10口以上
◦教弘保険Ｓ型・Ｋ型５口以上
◦教弘保険（１種～４種）６口以上

申請型福祉事業のご案内

申請書は 2022年度事業のご案内 に掲載されています。
またホームページからもダウンロードできます。 弘済会　福島支部  で検索してください。

結婚祝金 出産祝金
会員が結婚したとき 会員または会員の配偶者が出産したとき

１万円
の祝金

期間を過ぎると申請できませんのでご注意ください。 ※申請書は郵送してください。

　申請できるのは検診日の年度内（毎年３月）までです。
　上記がん検診のうち、１つを受診した場合は2,000円、２つ（乳がん・子宮がん）を受診した場合は3,000円を
助成します。　※自己負担があった場合に限ります。

申請できるのは結婚（入籍）、
または出産日から１年以内です。

がん検診（前立腺がん・乳がん・子宮がん）助成（健康診断）

４月１日から
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共済事業（提携保険事業）
教育関係者のための、教育関係者だけの教弘保険

教弘保険は、1952（昭和27）年に教職員の方々の相互扶助を目的として開発されました。

教弘保険の
有利性

●集団契約特約を付加することで、低廉な保険料となっています。
●性別・年齢に関係のない一律の保険料。
　退職後も65歳（保障期間満了）まで保険料は現職の方と変わりません。
●日本教育公務員弘済会福島支部のさまざまな福祉事業が利用できます。

保険料払込期間
ご契約 満了

ご加入例 （24歳男性）

24歳 29歳 34歳 39歳 39歳 65歳

34歳以下の方のための

3,000万円

3,000万円

3,900万円

900万円

〈災害割増特約付
集団契約特約付勤労保険〉
死亡保険金・
高度障害給付金

死亡・高度障害のとき

死亡・高度障害のとき

3,000万円
死亡・高度障害のとき

災害による

〈災害割増特約〉
災害保険金・高度障害給付金

保険期間は５年満了ごとに自動更新されます。

保険料払込期間
ご契約 満了保険期間は５年満了ごとに自動更新され、

65歳まで継続します。

※不慮の事故など災害による保障に重点を置いたプラン「新教弘保険Ｂ型」もございます。

保険期間は５年ごとに更新され、保険料は変わらずに
39歳まで継続頂けます。

月払保険料：4,539円  （年齢や性別に関わらず保険料は一律です） 月払保険料：10,530円  （年齢や性別に関わらず保険料は一律です）

ユース教弘保険から新教弘保険Ａ型へ移行できます

「ユース教弘保険」

ご加入例 （39歳男性）

35歳以上の方のための

3,000万円

〈集団契約特約付勤労保険〉
死亡保険金・
高度障害給付金

「新教弘保険Ａ型」

移行

ユース教弘保険の保障期間満了後、ユース教弘保険の死亡保険金の
範囲内で医師の診査を受けることなく新教弘保険Ａ型に移行すること
ができます。（ユース教弘保険の保障期間満了時に現職の教職員でな
い場合は、ユース教弘保険の死亡保険金の範囲内で医師の診査を受
けることなく平準定期保険（無配当）に加入することができます。）

1 ご契約中の教弘保険に関する書類を学校担当LCよりお渡しいたします。

2　「払込方法変更申出書」と「口座振替申込用紙」（口座振替をされる場合）に必要事項を記入し、ご提出ください。

◦教弘保険を継続された方へ 　図書カード等（３千円分）をお贈りします。

退職時の手続き

　教弘保険は、給与引去りにて保険料をお支払いいただいておりましたが、ご退職後は払い込み方法の変更手続きが

必要となりますので、ジブラルタ生命学校担当 LC よりご案内させていただきます。

３月にご退職予定の教職員のみなさまへ
退職に伴う「保険料払込方法変更」のお知らせ

退職後の保険料払込方法

保険料の払込方法は……

　　①口座振替（月払）（東邦銀行、東北労金、福島銀行、ゆうちょ）　　②一括前納
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　相続財産が次の金額を超えると相続税の対象となります。

　相続財産（土地・建物・現金・生命保険金等の合計）が基礎控除額以下だと相続税は
かかりません。例えば法定相続人が妻と子ども２人で３人なら基礎控除額は

3,000万＋（３人×600万）＝4,800万
　相続財産が基礎控除額を超えると想定される場合などは、生命保険を活用する方法が
あります。生命保険金は500万円×法定相続人の数まで非課税となります。生命
保険を利用すると預金等の流動資産を非課税で相続させることができます。具体例で説
明します。

　一時払いなので、すでに1,500万円近くの保険料は支払っています。生命保険
金は相続財産とみなされますので、万一の場合には保険金の1,500万円は相続財産とな
ります。遺産総額が生命保険金を含めて6,300万円とすれば次の図のようになります。

　この場合、生命保険金の1,500万円は非課税財産となり、相続税は発生しません。預
金等で保有していれば、基礎控除後の相続財産評価額が1,500万円となり、相続税支払
いが生じます。
　別の制度ですが、配偶者への相続については税務署への申告が条件ですが、
１億6,000万までは相続税がかかりません。（相続税の配偶者控除制度）
　ただし、その後配偶者が死亡した場合には、相続人が子どもたち２人で、基礎控除
額が4,200万（3,000万＋600万×２人）になるため相続税を支払う可能性が高
くなります。

お問い合わせは ㈱福島教弘　TEL 024-522-6524

生命保険と相続についての基礎知識

基礎控除額＝3,000万＋（法定相続人の数×600万）

夫・妻・子ども２人の４人家族、夫が500万の一時払いの終身生命保険（※注１）に３件加入、
受取人は３件の保険でそれぞれ妻と子ども２人の３人（※注２）とします。

注１―現在では、低金利政策のため、円建ては取り扱っていない保険会社がほとんどです。新たに
契約する場合は米ドル建てなど外貨での一時払い終身の取扱が主となります。当然ですが、
為替リスクを伴います。

注２　一時払いの生命保険等にすでに加入している場合も、保険金の受取人を変更することはでき
ます。受取人が誰になっているかを再確認してください。

①6,300万円（預金・土地・建物・有価証券・生命保険金等）

②4,800万円（正味の遺産額） 非課税財産として
生命保険金の1,500万円

　公益財団法人日本教育公務員弘済会（略称　日教弘）の教育振興事業（奨学事業、教育研究助成事業、教育
文化事業）及び福祉事業は、教弘保険の契約者配当金により運営されており、日本の教育界に貢献しています。


